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令和 6 年 12 月 1 日までに交付された保険証は、有効期限の令和 7 年 9 月 30 日まで

今までと同じように使用できます。ただし、保険証を紛失等した場合は再発行ができな

くなる他、一部の医療機関や健診施設ではマイナ保険証のカードリーダーがまだ設置さ

れていない場合もあるため、現在お手元にある保険証は、有効期限が切れるまで破棄せ

ず大切にお持ちください。 

※期間中に 75 歳を迎える方、外国籍で在留期限がある方などは、有効期限が異なりますのでご注意ください。 

令和 6 年 12 月 2 日以降はマイナンバーカードを保険証として使用する仕組み（マイナ

保険証）に移行となります。マイナ保険証を利用するには、事前にご自身で「保険証利用

登録」が必要となります。マイナ保険証の利用登録や制度の詳細は、厚生労働省の HP

や、税理士国保組合 HP の URL または QR コードからもご参照いただけます。 

 マイナ保険証の利用登録手順については、以下の URL または QR コードからご確認ください。 

https://www.ka-z-kokuho.or.jp/news.html?id=234&preview=1&content=news  

令和 6 年 12 月 2 日以降の制度詳細については、以下の URL または QR コードからご確認ください。 

https://www.ka-z-kokuho.or.jp/news.html?id=233  


